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揮発油税の今後に関する一考察 

～令和 7 年度与党税制改正大綱における暫定税率廃止の方向性を契機に～ 

一般財団法人日本エネルギー経済研究所 

環境ユニット 気候変動グループ 研究主幹 

小川 順子* 

2024 年 12 月 20 日、自由民主党・公明党の令和 7 年度税制改正大綱が公表された i。この大綱は、
翌年度以降の税制改正の方向性を示す重要な文書であり、毎年 12 月に発表される。今回の大綱には、
同年 12 月に自由民主党、公明党及び国民民主党において合意された、ガソリン税（揮発油税と地方揮
発油税の通称）の暫定税率廃止の方向性が盛り込まれた iiことは、エネルギー関連諸税の動向を長年追
ってきた筆者にとっては大きな驚きでもあった。というのも、この暫定税率、いわゆる「当面の間税
率」は暫定的な措置とされていながらも、実質的には恒久的な税率として暗黙の了解を得てきたと捉
えていたからである。そのため、この決定は日本のエネルギー関連税制における歴史的な転換点の一
つになると考える。そこで、本稿では、揮発油税の歴史を振り返るとともに、今後の揮発油税の在り
方についての考察を試みたい。 

石油に対する税金は、明治時代から様々な目的で導入と廃止を繰り返しているが、現在の揮発油税
の原型は今から 75 年前、1949 年に導入された揮発油税（一般財源）にさかのぼる。戦後復興期の主
要インフラとなる道路整備を国全体で支えることを目的として導入され、1954 年には道路特定財源化
が行われた。暫定税率については、田中角栄政権によって、オイルショックや財政需要の高まり、道
路整備財源不足を補うことを目的に、1974 年に導入されている。その後、経済成長等を経て、1993 年
には現在の税率である 1 リットルあたり 48.6 円（本則税 24.3 円、当面の間税率 24.3 円）まで引き上
げられることとなった。なお、この間、1989 年には消費税が導入され、揮発油税が含まれた小売価格
に消費税が課されることになり、二重課税状態（いわゆる Tax on Tax）が生じている。まとめると、
現在の 1 リットルあたりの揮発油税に関連する負担は、揮発油税（48.6 円）および地方揮発油税（5.2
円）に加えて、これらの税金にかかる消費税分（5.38 円）を合計した、59.18 円となっている iii。 

暫定税率を巡っては、道路整備がある程度行き渡ったことや他の乗数効果の大きい公共投資（例え
ば社会保障や少子化対策等）を行うべきという議論が過去にも行われている。さらに、暫定税率が廃
止になった時期もあった。2008 年 3 月末の暫定税率延長措置の期限切れを前に、民主党（当時）が暫
定税率廃止の方針を掲げ、同年 1 月に召集された通常国会は「ガソリン国会」と呼ばれ、与野党間で
の議論が紛糾することとなる。当時の衆議院の過半数が与党、参議院の過半数が野党という「ねじれ
国会」の状態を利用し、民主党が暫定税率の失効に持ち込んだ。これにより、1 か月間のみ暫定税率が



IEEJ:2024年 12月掲載 禁無断転載 

2 

廃止される状態を生み出したが、福田康夫政権が道路特定財源の一般財源化 ivと合わせて暫定税率の関
連法案 vを再議決、復活させている。期間限定の暫定税率廃が終了する前に安価なガソリンを手に入れ
ようと街のガソリンスタンドには、長蛇の列ができるといった社会現象も起きた。1 か月間という短期
間の暫定税率廃止であったものの、揮発油税の負担感を広く世間に認識させるには十分な効果があっ
た。そして、そのおよそ 1 年後、民主党政権が誕生することとなる。自民党への批判やリーマンショ
ックによる景気後退など複数の要因があるが、揮発油税の暫定税率撤廃を即時実現することを公約に
掲げた点も、民主党の支持を高める一因となったと言えるだろう。ただし、民主党政権は最終的に、
揮発油税の暫定税率の撤廃に失敗している。暫定税率を廃止すると国と地方を合わせて約 2.5 兆円の
税収減が見込まれ vi、財政赤字の拡大や社会保障費の捻出に影響を及ぼす懸念があったこと、党内や関
係団体との意見調整に難航したこと（暫定税率廃止に賛成する意見と、財政や環境への影響を懸念し
て反対する意見が混在）により暫定税率の撤廃を断念、公約違反として批判を招く結果となった。 

当時の民主党与党が、暫定税率を撤廃できなかった理由の一つは、上でも述べたように、ガソリン
が税収確保の観点から極めて優秀な担税物資である特性にある。ガソリンは価格弾性値が低く（エネ
ルギーの価格弾性値については 2024 年 9 月号に詳細）、税率を引き上げても需要が大きく減少しにく
いため、安定した税収が確保できる。加えて、ガソリンは日常生活や物流を支える不可欠なエネルギ
ー源であり、広範な需要層が消費することから課税ベースが広い。この一方で、輸入事業者および精
製事業者が納税を行うため、徴税コストが低いという利点もある。これらの担税物資としての優れた
特徴から、日本国内の個別物品税の中では最大の税収を誇っており、長きにわたり日本の財政を支え
てきた。 

以上のように、揮発油税の暫定税率廃止は財政面や政治的調整の難しさから実現が困難とされてき
たという経緯を鑑みると、今回の決定はエネルギー関連税制の大きな岩が動いた出来事と言える。そ
して、時代の変化とともにエネルギー税制も見直しが必要であることを示した点で意義深い。例え
ば、12 月 24 日付で衆議院本会議において継続審査となっている暫定税率廃止に関わる法案 viiでは、そ
の趣旨について「（前略）当該税率の特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化している
ことに鑑み、当該税率の特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築のための措置につい
て定めるものとする」と述べている。この趣旨にも示されているように、脱炭素社会への移行を進め
るためにも、暫定税率の廃止を契機に、次の段階では、揮発油税の本則税そのものも再考していくこ
とも必要なのではないかと考える。例えば、上の趣旨でも言及している “脱炭素社会の実現” という観
点からは、課税の基準を従来のキロリットル（KL）から炭素含有量に変更する案が考えられる。仮に
本則税部分（24,300 円/KL）を二酸化炭素排出量ベースで計算すると、10,611 円/t-CO2(地方揮発油
税の本則税率 4,400 円/KL を含めた場合は 12,533 円/t-CO2)となり viii、これは世界水準と比較しても

https://eneken.ieej.or.jp/data/12011.pdf
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遜色ない高い水準と言える。例えば 2024 時点で、1 万円/t-CO2 を超えている炭素税率を持つ国は世
界で 7 か国のみ、欧州排出量取引制度の排出権価格は 1 万円を切っている ix。 

本案は、消費者の負担の在り方を変えずに、消費者に対して炭素価格を明確に示すことができると
いう利点も大きい。海外に目を向けても、スウェーデンは炭素税の導入と同時にエネルギー税の 50％
減税を実施 x、フィンランドではエネルギー税を炭素税に切り替えて導入 xiすることによって財政中立
を確保しており、類似事例は散見される。もちろん、揮発油税法の目的に照らし合わせて課税標準の
変更が可能なのかといった租税的観点からの検証、炭素含有量ベースに代わることによって使途がど
のような影響を受けるのか、将来的な他の国内炭素価格水準との整合性にどのように対処するか xiiと
いった課題はある。しかし、こういった点を含めても、脱炭素に向けた対策を考える上では、既存エ
ネルギー関連諸税の再評価と再構築を行う余地は大きい。特に、本稿で考察した課税標準の KL から t-
CO2 へ改変については、揮発油税の歳入規模と負担あり方の両面において大きな変更を伴わない一方
で炭素価格の見える化が可能となる。加えて、近年、欧州の炭素国境調整措置（CBAM）にように、
炭素コストが不十分な国に対して追加関税を課す動きがみられるが、一般論として言えば、既存エネ
ルギー税を炭素含有量ベースで示すことは、こうした措置への対応力を強化し得る。 

本論考で示した考え方は、主に気候変動とエネルギー政策の観点からエネルギー関連諸税を見てき
た研究者の視点に基づくものである。また、上述のように、租税制度の観点や影響を受けるステーク
ホルダーへの配慮など、検討すべき課題は多岐にわたる。しかし、こういった既存政策を再考するこ
とは、日本のこれからの脱炭素政策の検討を進める上では、十分に価値のある検討だと筆者は考えて
いる。 

 
お問い合わせ:report@tky.ieej.or.jp 
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